
令和４年度決算に基づく佐井村の健全化判断比率は、下表のとおりであります。 

今後も引き続き行財政改革を進めていくことにより、財政の健全化に取り組んで参ります。 

 

■健全化判断比率                                 （単位：％） 

 実質赤字比率  連結実質赤字比率 実質公債費比率  将来負担比率  

令和４年度決算額 

 

－ 

（▲５．４３） 

 

－ 

（▲６．６５） 

４．２ 

 

－ 

（▲１０１．７） 

早期健全化基準 １５．００ ２０．００ ２５．０ ３５０．０ 

財 政 再 生 基 準 ２０．００ ３０．００ ３５．０ 設定なし 

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の比率欄「－」は、比率の算定の結果、「実質赤字額がない」こと

を表しています。 

※ 将来負担比率は、比率がマイナスとなる（地方債現在高などの将来負担額より基金などの充当可能財

源が多い）ため「－」表示となります。 

※ 参考として（  ）にマイナスの比率を標記しています。 

 

■資金不足比率      （単位：％） 

 資金不足比率  

簡易水道事業特別会計 － 

下水道事業特別会計 － 

経営健全化基準  ２０．０ 

※資金不足額がない場合は、「－」で表示しています。 

 

■用語の解説 

・実質赤字比率 

  一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。この比率が１５．０％以上で財政

健全化団体になり、２０．０％以上で財政再生団体となります。 

・連結実質赤字比率 

  全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。この比率が２０．０％以上で財政健

全化団体になり、３０．０％以上で財政再生団体となります。 

・実質公債費比率 

  一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部事務組合への負担金や公営

企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分なども要素に加えられます。この比率が２５．０％以

上になると財政健全化団体となり、一部の地方債の発行が制限され、３５．０％以上になると財政再生

団体となり、多くの地方債の発行が制限されます。 

・将来負担比率 

 地方債の残高をはじめ一般会計等（普通会計）が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対す

る比率です。この比率が３５０．０％以上で財政健全化団体となります。 

・資金不足比率 

  公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。２０．０％以上で経営健全化団体となり、

公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければならない。 

・標準財政規模 

  自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度もっているのかを表す指標

で、普通交付税と地方税が主なものです。自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用さ

れます。 


